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（有料広告）

相 談

■ 年金相談

生 活

■  町立保育所の入所申し込み
を受け付けします！

　平成31年4月から、町立さかえ保育
所に入所を希望する児童の受け付けを
次のとおり行います。
▶申込用紙の配布
　 　町立さかえ保育所および保健福祉
課で配布しています。

▶受付期間
　２月１日（金）～２月15日（金）
　※ 期日厳守（期日を過ぎた場合は優
先順位が後になります)

▶提出書類
　①支給認定申請書(兼入所申込書
　②保育料納付に係る保証書
　③家庭生活調査票
　④食物アレルギー調査表
　⑤ 就労証明書(会社等へお勤めの方)
　　稼働状況申告書(自営業の方)
　⑥ その他、求職中であることを証明
するものや、診断書などの提出を
お願いする場合があります。

▶保育所へ入所できる基準
　 　町内に在住する０歳（生後６か月
以降）から５歳までの乳幼児（小学
校入学前のお子さま）で、両親およ
び世帯員の全員が次のいずれかの理
由により家庭で保育できない場合に
入所できます。

　①居宅外・居宅内で就労している。
　② 妊娠中であるかまたは出産後間も
ないこと。(産前８週／産後８週)

　③疾病または障がいがある。
　④ 同居又は長期入院等している親
族を介護・看護している。

　⑤ 震災、風水害、火災その他の災害
の復旧に当たっている。

　⑥求職活動をしている。
　⑦ その他、保育ができないと認めら
れるとき。

【お問い合わせ先・申込先】
　保健福祉課福祉係（☎2－2454）

お 礼

■ 寄付
　次の方々より、寄付がありました。
　紙上をかりて厚くお礼申し上げます。
 (敬称略)
◆長万部町社会福祉協議会へ
・小笠原勝夫（栄原） 30,000円
　〈香典返しに替えて〉
・平井　滉治（新開） 30,000円
　〈香典返しに替えて〉
・千山　サダ（大町） 30,000円
　〈香典返しに替えて〉
・鈴木　正喜（共立） 30,000円
　〈香典返しに替えて〉
・松山　健吾（共立） 20,000円
　〈社会福祉資金に〉
・匿名（本町） 3,000円
　〈社会福祉資金に〉
・ 長万部マリア幼稚園園児・保護者・教職員一同 10,000円
　〈クリスマス献金として〉
・長万部町地域女性団体連絡協議会 10,000円
　〈文化祭益金より〉
・長万部町地域女性団体連絡協議会 10,000円
　〈 文化祭益金より、青少年健全育成推進協議会へ指定寄付〉
【物品寄付】
・ 北海道コカ・コーラボトルリング八雲営業所
　〈飲料水18箱長万部町内の施設へ〉
・ 前田・西武・協成・北英特定建設工
事共同企業体内浦トンネル作業所
　〈ペットボトルキャップ3.6㎏、リングプル0.7㎏〉
◆デイサービスセンターへ 
・鈴木　正喜（共立） 30,000円
　〈一般寄付金として〉
◆長万部長愛会・慈恵園へ
・長万部マリア幼稚園園児・保護者・教職員一同 10,000円
　〈一般寄付金として〉
・平井　滉治（新開） 30,000円
　〈香典返しに替えて〉
・長万部理容サービスクラブ 20,000円
　〈一般寄付金として〉 
・アマンドにしだ（元町） 物品の寄付
・長万部町そば打ちサークル 物品の寄付

■ 登記・法律無料相談
　毎月１回、無料相談を開設しています。
▶日時　２月21日（木）13：00～15：00
▶場所　役場会議室
◎相談員　井上正範司法書士（長万部町）
【お問い合わせ先】
　税務課（☎2－2452）

■ 身体障がい者相談
　身体障がいのある方の悩み相談
▶日時　２月12日（火）13：30～15：30
▶場所　役場１階相談室
◎身体障害者相談員
　菅野　文夫（☎2－3483）

■ 行政相談
　身近な話題で、行政にご要望はあり
ませんか？
▶日時　２月14日（木）13：00～15：00
▶場所　役場１階相談室
◎行政相談委員
　小野　幸子（☎2－2165）

■ 人権相談
　人権問題・家庭問題などの悩みはあ
りませんか？
　法務大臣より委嘱を受けた人権擁
護委員が随時ご相談に応じています。
◎人権擁護委員
　井上正範（大町）・石垣聖子（大浜）
　小野雄二（陣屋町）
◎みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）
　（☎0570－003－110）

＝人権擁護委員の紹介＝
　１月１日付けで、小野
雄二（おのゆうじ）さんが
法務大臣から人権擁護委
員として再委嘱発令（３
期目）されました。皆さ
んよろしくお願いします。

　厚生年金・国民年金等の相談
▶日時　２月５日（火）・３月5日（火）
　①10：30～12：00　②13：00～15：30
▶場所　役場２階会議室
※ ２月の年金事務相談は定員により
予約を締め切らせていただきまし
たので、ご了承願います。
※ 相談月の2ヶ月前から予約を受け
付けております。（31年４月分の
事務相談は２月から予約受付開始）
※ 受付人数に限りがございますので、
お早めにご予約願います。

【お問い合わせ先】
　町民課戸籍医療年金係
 （☎2－2453）

■ ２月の優良運転者講習
▶日時　２月21日（木）18:30～
▶場所　福祉センター
ご注意　長万部町で講習を受ける場
合は、必ず事前に八雲警察署で手続き
を行ってください。
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■ ガス・上下水道の検針日

15日（金） 18日（月） 19日（火） 20日（水）

区　　分 基本料金
調整単位料金(㎥)

Ａ群０～13㎥ 1,050円
397円52銭

Ｂ群14～57㎥ 1,700円
343円42銭

Ｃ群58㎥以上 4,500円
292円22銭

　２月の水道・ガス・下水道の検針日
は、次のとおりです。

■ガス料金表（税抜額）

■ 今月の納期（町税・保険料）
国民健康保険税 第９期
介 護 保 険 料 第８期
後期高齢者医療保険料 第８期
▶納期限　２月28日（木）◀

■ 災害義援金募集のお知らせ
　みなさまのご支援をお願いします！
◎東日本大震災義援金
　受付期間：平成31年３月31日まで
　 3,568,972円（１/18現在） 
◎平成28年熊本地震災害義援金
　受付期間：平成31年３月31日まで
　 599,834円（１/18現在） 
◎九州北部地方大雨災害義援金
　（平成29年７月５日からの大雨災害）
　受付期間：平成31年３月29日まで
　 85,331円（１/18現在） 
◎平成30年７月豪雨災害義援金
　受付期間：平成31年６月30日まで
　 77,439円（１/18現在） 
◎平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
　受付期間：平成31年３月31日まで
　 174,425円（１/18現在) 
※ 上記の各義援金の金額は窓口およ
び募金箱の合計金額です。

◎受付窓口　保健福祉課 （☎2－2454）
　（日本赤十字社長万部町分区）

■  平成30年度冬期福祉給付金
　町では、高齢者や障がい者等で低所
得の状況にある方々に、灯油購入費
等、冬期間に増加する経費の一部を支
給し、経済支援を行うことといたしま
した。
　対象者には２月上旬に案内文書と
申請書を送付する予定ですので、関係
書類を期日までに提出してください。
（期日までに提出が無い場合は、辞退
したとみなします。）
▶支給対象
　基準日（平成31年１月１日）現在、
本町の住民基本台帳に記載されてい
る在宅者で下記のいずれかに該当し、
かつ、平成29年中における収入金額
が１世帯あたり150万円以下とし､
町民税非課税世帯に属し、申請日現在
において引き続き支給の要件を有する
者とする。ただし、生活保護世帯は除
くものとする。
①高齢者世帯
　 　満75歳以上の者で構成される高
齢者世帯
②心身障がい者世帯
　ア 　重度心身障がい者世帯（身体障
害者手帳１級、２級および療育手
帳Ａ判定者）

　イ　障害基礎年金受給世帯
　ウ　特別児童扶養手当受給世帯
③ひとり親世帯
　児童扶養手当受給者等
④準要保護世帯
　 　長万部町準要保護世帯認定審議
会で認定された世帯
▶支 給 額　1世帯あたり5,000円
▶受付期間
　平成31年２月１日（金）～３月15日（金）
【お問い合わせ先】
　保健福祉課福祉係（☎2－2454）
■  移動献血車「ひまわり」号
が来町します

　献血は最も身近なボランティアで
す。皆さんのわずかな時間で、救え
る命があります。
▶ 安全性の高い血液確保のために、
400㎖献血にご協力をお願いしま
す。
▶ 若い方々が、みんなで高齢者を支
えていく時代です。10代、20代
の方のご協力を特にお願いします。
▶日程　３月７日（木）
・福祉センタ－前 9：00～10：00
・特別母と子の家前 10：20～11：20
・長万部町役場前 12：40～14：30
・長万部慈恵園前 15：00～16：00
【お問い合わせ】
　保健福祉課（☎2－2454）

■  介護保険のお知らせ

■  林地台帳制度が４月からスタートします

▶納付書をご確認願います
　第１期～第７期までの納期限（１月
31日）が過ぎていますので、もう一
度納付書をご確認のうえ、お忘れになっ
ている方は早急に納入してください。
▶未納者には督促状を発布
　納期限が過ぎても保険料を納付さ
れていない方には、督促状を発布し
ます。督促状が発布されると督促料
（100円）がかかってしまいますので、
心当たりの方はご注意願います。
▶便利な口座振替を
　各郵便局、銀行、農協、漁協等の
金融機関で介護保険料の口座振替が
できますので、ぜひご利用ください。
《必要なもの》
　①介護保険料納入通知書
　②通帳　　③通帳使用印
【お問い合わせ先】
　保健福祉課介護障がい者支援係（☎2－2454）

　平成28年４月の森林法一部改正に
より創設された林地台帳制度が、４
月から運用開始となります。林地台
帳は、森林の土地の所有者や林地の
境界に関する情報などを市町村が整
備し、公表するものです。
　申請により、林地台帳および地図
の閲覧（所有者情報除く）ができます。
　また、所有者または森林経営計画
の認定を受けている者は、申出により、
所有者情報を含む情報提供を受ける
ことができます。なお、林地台帳及
び地図は、森林の土地の権利や所有
の境界を確定するものではありません。
また、森林の土地の売買等に係る証
明資料として用いることはできません。
※ 詳しくは、産業振興課農林係（☎2
－2455）までお問い合わせください。

■  水道凍結にご注意を！
《凍結防止の心得》
　水道は、蛇口を開いて、水抜栓を操
作して水落としします。
　蛇口を開いて空気（エアー）を入れ
ないと水は落ちませんので必ず蛇口を
開けてください。
◎ 凍結したときは下記の業者へ直接ご
連絡ください。

・新開配管工業　　　☎2－3252
・佐々木配管　　　　☎2－3142
・黒 沢 設 備　　　　☎2－4824
・光設備サービス　　☎2－3937
・管工事業協同組合　☎2－3920
【お問い合わせ先】
　水道ガス課 （☎2－2862）

■  建設工事等入札参加資格の審査申請を受け付けます
　平成31・32年度に町が発注する建
設工事、設計、物品の購入などに係
る入札（見積も含む）参加の資格審
査申請を次のとおり受け付けします。
希望される方は、受付期間中に申請
用紙と必要書類を添付のうえ、総務
課財政係へ申請してください。
▶受付期間　２月１日～２月28日
※ 土・日曜日、祝祭日を除く９：00
～17：00まで
▶受付場所　総務課財政係
▶添付書類
　 納税証明書、経営事項審査結果通
知書、印鑑証明書、決算書など
▶申請用紙
　《建設工事等》市町村統一様式
　《物品の購入》町様式
【お問い合わせ先・申請先】
　総務課財政係（☎2－2000）

■ 老人福祉センター休館日
２/７（木）・2/12（火）・2/14（木）
2/21（木）・2/28（木）・3/7（木）


